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１．はじめに                                  

道路は県民生活を支える非常に重要な社会基盤であり、その社会基盤が維持されてこそ、その

機能が発揮されます。しかしながら、社会基盤である小規模構造物において、近年、塩害等によ

る劣化の進展が問題となっています。沖縄県が管理する小規模構造物は損傷が進み、近い将来、

維持管理コストが増大するものと考えられます。 

そのため、県民の安全で安心な生活を確保するため、限られた予算の中で効率的かつ効果的に

小規模構造物の維持管理を行い、健全な小規模構造物を保全することを目的とし、令和 5 年 3 月

に「沖縄県小規模構造物長寿命化修繕計画」を策定しました。 

沖縄県では、本計画を基に小規模構造物について定期的な点検を実施するとともに、小規模構

造物の修繕を積極的に進めており、健全性の回復に努めています。 

   

 

（１） 沖縄県の気候 

  亜熱帯海洋性気候に属し、季節風、台風の影響を受け、温暖・多雨の気候から、他県と比べて

も、海水の塩分が飛来し構造物が錆びやすい、厳しい自然環境にあります。 

 

（２） 沖縄県の小規模構造物の現状 

沖縄県が管理している小規模構造物(照明、標識、情報板)から点検した施設数は、道路照明

7,533 基、道路標識 3,304 基、道路情報板 56 基です。各設置状況を表 2-1、表 2-2、表 2-3 に

示します。参考として照明、標識、情報版の代表的な事例を写真 2-1(片持式(逆 L型)道路照明)、

写真 2-2(片持式(F型)道路標識)、写真 2-3(片持式(F型)道路情報板)に示します。 

 

表 2-1 道路照明の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2 道路標識の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

１．背景と目的 

２．沖縄県の現状 
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表 2-3 道路情報板の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1 片持式(逆 L型)道路照明         写真 2-2 片持式(F型)道路標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-3 片持式(F型)道路情報板 

 

国土交通省 道路局から提供されている最新の「門型標識等定期点検要領」および「小規模附

属物点検要領」の点検要領に従い実施された定期点検結果を、施設毎に健全度判定を行い整理

しました。その結果、緊急措置および早期措置の必要な施設が道路照明 2,529 基(33.5%)、道路

標識 1085 基(32.8%)、道路情報板 14 基(25.0%)であることがわかりました。(表 2-4、表 2-5、

表 2-6 参照)  

この状況から、近い将来小規模構造物の損傷劣化が進展し、当該構造物の落下や倒壊事故が

発生する恐れが考えられます。写真 2-4 は、補修または更新の検討が必要な事例を示します。 

 

 

15年未満
15年以上～

30年未満
30年以上 不明

1 28 7 19 2 0

2 15 0 14 1 0

3 7 4 3 0 0

4 2 1 0 1 0

5 4 0 0 2 2

56 12 36 6 2

供用年数

沖縄県中部土木事務所

沖縄県宮古土木事務所

沖縄県八重山土木事務所

合計

施設数No 事務所名

沖縄県北部土木事務所

沖縄県南部土木事務所
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表 2-4 道路照明の点検結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-5 道路標識の点検結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-6 道路情報板の点検結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

写真 2-4 補修または更新の検討が必要な事例 

 

 

塩害により支柱本体が腐

食し、著しく錆びて一部が

欠けている 

施設数 Ⅰ:健全 Ⅱ:予防保全 Ⅲ:早期措置 Ⅳ:緊急措置

1 28 5 17 6 0

2 15 6 3 5 1

3 7 4 3 0 0

4 2 2 0 0 0

5 4 2 0 2 0

56 19 23 13 1

定期点検実施結果

沖縄県南部土木事務所

沖縄県中部土木事務所

沖縄県宮古土木事務所

沖縄県八重山土木事務所

合計

No 事務所名

沖縄県北部土木事務所
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（１） 長寿命化修繕計画の基本方針 

沖縄県の現状を踏まえ、今まで以上に効率的・効果的に小規模構造物を管理していくため、 

小規模構造物の長寿命化修繕計画を策定し、更なる健全で安全な道路保全に務めていきます。 

①これまでの対症療法的な維持管理から予防保全型の維持管理へ転換します。 

②沖縄県の特徴を踏まえた新技術・新工法および新たな取組で維持管理を実施します。 

③ライフサイクルコスト(LCC)の低減による維持管理費用の縮減を図ります。 

④予算の平準化により維持修繕の推進を図ります。 

 

（２）修繕の方針 

 健全度の判断を行うため、小規模構造物の状態から優先度を決め総合的に評価を行っていき

ます。優先度評価を以って、予防保全対応、早期・緊急対応の判断を行い、維持管理に努めてい

きます。健全度判断の詳細と健全度判断方針を図 3-1 に示します。過年度定期点検の部材単位

の健全性診断結果を基に、「附属物(標識、標識施設等)点検要領(平成 31 年 3 月)」に示す 4 段

階の判定区分に従い、施設毎の健全度の判定と判定基準の標準化を図りました。施設毎の健全

性の判断区分について表 3-1 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 健全度判断方針 

 

表 3-1 施設毎の健全性の診断(判定区分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 長寿命化修繕計画の方針 

定義

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じてない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じてないが、予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性がり、早期に
措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を構ずべき状態

区分

Ⅰ：健全 Ⅱ；予防保全段階 Ⅳ：緊急措置段階

Ⅲ；早期措置段階

健全度判定

経過観察 優先度評価 早期・緊急対応

評価項目により優先度評価

5年以内に対策
１．緊急輸送道路および重要物流道路

２．自動車交通量
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（３）長寿命化修繕計画にもとづく管理フロー 

以下のように、長寿命化修繕計画に基づいて小規模構造物の維持管理を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 長寿命化修繕計画にもとづく管理フロー 

 

 

過年度の定期点検結果より道路照明、道路標識および道路情報板の代表的な損傷は、「腐食」が

大半を占めており飛来塩分等による塩害の影響が大きいと考えられます。その塩害に対する新た

な取組として、健全性判定区分が「Ⅱ」「Ⅲ」の予防保全措置として、長期耐候性錆転換防食塗装

システム等を採用し、防食機能の維持を図ります。 

長寿命化修繕計画の策定にあたり、実施項目の小規模構造物補修修繕および定期小規模構造物

点検の取組について、具体的な内容を(1)および(2)に示します。 

(1) 小規模構造物補修修繕内容 

 長期耐候性錆転換防食塗装システム等を利用し、小規模構造物の防食機能の保全を図ります。 

(2) 定期小規模構造物点検内容 

 過年度の点検と同様に、健全度判断方針に示す 4 段階の判定に従い、点検調査を実施します。 

 

 

 

 

４. 新技術・新工法および新たな取組 

STEP1 

 小規模構造物の現況の把握、維持管理方針の立案、維持管理体制の構築 

STEP2 

 事後保全型管理から予防保全型管理への移行 

→ 現時点で補修が必要な小規模構造物については対策を実施し、 

  小規模構造物の健全度を回復させる 

STEP3 

 基本方針に準じて管理をすることで小規模構造物の長寿命化を図る 

STEP4 

 管理計画に基づき維持管理を実施し、10 年を 1サイクルとして運用した

段階で、これまでの管理方針・体制の評価、見直しを行う 
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事後保全型から予防保全型への移行にて、新たな取組によるコスト縮減効果は、10年間で約

55 億円から約 10 億円となり約 45億円の縮減、年間としては約 4億 5千万円の縮減となりまし

た。事後保全型と予防保全型の工事費を比較した結果を図 5-1 に示します。補修に関しては、

優先順位を勘案し実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 維持補修計画(事後保全型および予防保全型の比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．長寿命化修繕計画の効果 
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予防保全型への移行による概算工事費単価から 10 年間の維持補修平準化計画を策定しました。

計画期間の 1年目から 3年目までの 3年間に健全度判定区分「Ⅳ」の維持補修工事を計画し、 

4 年目から 10年目までの 7年間に健全度判定区分「Ⅱ・Ⅲ」の詳細調査および応急対策を計画し

ました。定期点検費は、10 年間で分けて計上し、10 年に 1回の定期点検の実施サイクルを確保す

る計画としました。図 6-1 に維持補修平準化グラフを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 維持修繕計画平準化 

６．維持補修平準化 


